
国家 戦略特区ワー キンググルー プ提案に関する ヒアリング 

（議事概要） 

 

（開催要領） 

日時 平成 25 年 9 月 11 日（水）13:40～14:20 

場所 永田町合同庁舎７階 特別会議室 

出席 

＜有識者＞ 

座長 八田 達夫 大阪大学社会経済研究所 招聘教授 

委員 工藤 和美 シーラカンスＫ＆Ｈ株式会社 代表取締役 

東洋大学理工学部建築学科 教授  

委員 原 英史  株式会社政策工房 代表取締役社長  

委員 坂村 健  東京大学大学院情報学環・学際情報学府 教授 

＜提案者＞ 

   任意団体・万年野党（政策監視会議） 

＜事務局＞ 

 

（提案概要） 

   若者の政治参加を通じた地域活性化に係る特区 

 

（議事概要） 

○藤原参事官 任意団体・万年野党（政策監視会議）からヒアリングを行いたいと思いま

す。 

 全体で30分ちょっとなので、10分程度で御説明いただきまして、その後、質疑応答とい

うことにさせていただければと思います。また、提案資料及び議事内容については、公開

とさせていただきます。 

 では、座長よろしくお願いします。 

○八田座長 お忙しいところお越しくださいましてどうもありがとうございました。 

 それでは、早速プレゼンテーションをお願いいたします。 

○万年野党 我々はもともと政策を監視する野党的な存在が、実際の野党もきちんと機能

していない上にメディアもなかなか機能していないということで、そういう認定団体をつ

くろうということで、今のNPO法人特定非営利活動法人の認証を申請しておりまして、理事

は大企業の経営者とか、大学の先生とか、それからジャーナリストとかに御就任いただく

ことが内定しているのですが、７月に認証を出しまして、まだきちんと許可、あるいは不

許可の決断が出ていないものですから、活動としては今のところ任意団体ということで活
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動をさせていただいております。 

 それで、今般の成長戦略に対する国家戦略特区で我々が提案したいというものは「若者

の政治参加を通じた地域活性化に係る特区提案」ということでありまして、端的にいいま

すと地方自治体に選挙権・被選挙権の年齢制限を決める権限を与えていただくというお願

いであります。 

 これはどう経済活性化に結びつくのかという疑問があるかもしれませんが、先生方御承

知のとおり、今、地方で最大の問題は若者が地域に入ってこない。地域から若者が出て行

ってしまうということでございますので、地方自治体が選挙権・被選挙権を引き下げるこ

とで若者がその地域に戻ってきて、若者の意思が政治に反映される仕組みをつくるという

のが一つの大きな突破口になるというふうに我々が考えているからであります。 

 実際、過去にも、例えば構造改革特区の申請とかで各地方自治体、基礎自治体で同様の

提案をしたことがあるところがいくつもあるんですが、いわゆる門前払いをされておりま

して、今回は安倍首相も女性の活力を使うとか、若者の活力をもう一回取り戻すというこ

とを成長戦略の柱としておっしゃっていますので、ぜひ若者の政治参加を実現する一つの

突破口として選挙権・被選挙権の引き下げというものを特区として御検討いただきたいと

思います。 

 実際、今いろいろ議題になっていますが、例えば国民投票法などでは18歳以上の者に国

民投票権を持たせるとかということが国レベルでも議論されているはずなので、そういう

意味では20歳以上というふうにしている今の法律自体、必ずしもそこにこだわる必要はな

い。むしろ国際的な流れの選挙権の引き下げというものを、この特区を使って実現してい

くというのが突破口になるのではないかと思います。 

 もう一つは、これは選挙権・被選挙権の引き下げとリンクをしているんですけれども、

学生に政治参加をさせる仕組みとして、学生議員を活用する仕組みというのを合わせて提

案をさせていただいております。これは、大学あるいは大学院といろいろ議論をしており

まして、そういうところの一つのコースとして地方議員としての活動をしながら実習をし

ていくという一つのモデル特区を構想しているものであります。 

 詳しくは、事務局長の高橋のほうからパワーポイントに従ってお話をさせていただきた

いと思います。 

○万年野党 それでは、引き続き御説明をさせていただきたいと思います。繰り返しにな

る部分もございますけれども、改めて御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、１つ簡単に触れておきたいのは、今般の国家戦略特区というのは、一重に地域活

性化もしくは成長戦略につながるものの提案ということで認識をしています。こうした中

で地方分権化等が言われて久しいわけですけれども、地域が活性化していくための大きな

課題として、特に地方都市などでは人口減少と少子高齢化の問題が大きな問題というふう

になっています。 

 こういった中に人口流入、特にＩターン、Ｕターンも含めて若い世代、しかも優秀な人
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材を送り込んでいくという仕掛けをつくることは、地域活性の中で大きな役割を果たすの

ではないかと思っているところでございます。 

 また、同時に地域で産業構造を転換していくということも望まれておりまして、こうい

ったことは国家レベルでやることも一つにはあるんですけれども、自治体ごとでこういっ

た産業等を活性化させるに当たって、官民連携の仕組みなども含めて、一昔前だとコンサ

ルなどに委託していたものが地方自治体だと財政的に非常に逼迫した状況でなかなかコン

サルにも出せない。 

 一方で、その地域の行政職員だけではなかなかそういった仕事に回せるような人材がい

ないというような状況がございます。 

 こういった中で、優秀な若者を巻き込むということが重要になっていまして、特に被災

地などではボランタリー、または大学との産学連携などの仕組みというのは動いています

けれども、必ずしもそういった自治体ばかりではございませんで、こういった地方の自治

体の中に優秀な若者の人材を送り込むという中で、ひとつ議会への活用というのがあるの

ではないかと考えているところでございます。 

 それで、理事からも御説明がありましたけれども、一方でパワーポイントのほうを開い

ていただきますと、２ページに「背景」というふうにお示しをさせていただきましたが、

若い世代の政治参加の拡大の必要性というのは言われて久しいわけでございますけれども、

なかなか改善に向かっておりません。若い人の投票率が低い等もありますけれども、一方

で若い国会議員、それから地方議員というのは非常に少なくて、世代の声を反映するとい

うのはなかなかないというような状況もございます。 

 こういった中で地方政治、さらには地域全体の沈滞を活性化させるために、外からまた

優秀な人材を送り込む仕組みとして、また地域のガバナンスやまちづくりが活性化する仕

掛けの一つとして、選挙権の引き下げも含めた地域ごとにこういった選挙の規制を緩和し

ていただいて年齢制限を決められる。また、その周辺にある制度等も独自性を持ってつく

りながら若い世代を巻き込むと。 

 さらに、それと同時に３ページになりますけれども、選挙権の年齢の引き下げだけでは

なくて、例えば年齢に達していない子供の選挙権みたいなものを地方政治には保障をして、

それを親が行使できるといったような仕組み、これは海外ではドメイン投票法と言われる

制度として提案などもなされていますけれども、こういった制度も含めて地方自治体に合

ったガバナンスの仕組みをそれぞれの自治体で決められるような形にしてみてはどうかと

いうような提案でございます。 

 次に４ページ目でございますけれども、こういった選挙制度をつくるだけではなくて、

そこに若い優秀な人材を送り込む仕掛けをつくるというようなことがこの（２）でござい

ます。大学や大学院に「通信制・政治実習コース」を開設して、この通信制の実習コース

で学ぶ学生は実際に議員になっていただいて、議員活動をやることを通して大学の学位を

与えられるような形をつくるというような提案でございます。 
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 昨今の人材育成、それからさまざまな社会へ流動的に活躍できるような人材の育成とい

うような側面から考えたときに、実務を担いながら行政や、また政策分野、こういった知

識も得られる実務として議員を実践しながら学位にしていくというような提案でございま

す。 

 実際に、具体的な内容といたしましては、公共政策であるとか政策系の大学学部、また

は大学院の一つのコースとして私どもの団体の協力のもと、通信制の政治実習コースを開

設するというものでございます。 

 前提といたしまして、学生は通信制で学びながら地方議員として活動し、そして当選し

ながら議員として議会質問などを行うというようなことで考えております。 

 時間の関係で、御説明については以上とさせていただきたいと思いますけれども、こう

いったきっかけをつくることでガバナンスの側面から地方自治体に新しい仕掛けをつくり

たいということでの御提案ですので御理解等、または御協賛いただければと思うところで

ございます。よろしくお願いいたします。 

○八田座長 どうもありがとうございました。それでは、御質問どうぞ。 

○坂村委員 おっしゃることはよくわかったのですけれども、なかなかこれは特区でやる

というのは何とも言えないですね。こういうことをやりたいというところが具体的にどこ

かあるんですか。 

○万年野党 既に自治体の中でも過去に特区申請をして門前払いをされているところがあ

りまして、例えば広島の三次市とか埼玉県の北本市というところは既に何度も提言をして

おります。 

 実際にそのほかの首長さん、あるいは議員さんの中でも、この提案が可能性があるよう

だったらぜひひとつ地域活性化の突破口としてやりたいというふうに我々と相談していた

だいたところもありますので、これはむしろ特区でこそ実験ができるといいますか、特区

でその地方自治体に任せていただくというのが突破口になる。 

 国全体の制度を変えるというのは非常に大変なことで、地域としての特色を生かして地

域の主権に任せるというのが本来の地方分権の入り口でもありますので、これは特区に非

常になじむ話だと私どもも考えている次第であります。 

○工藤委員 これは、少し年齢を引き下げると同時にそういう教育のほうもやっていかな

いと関心が向かないからと、これはセットでの御提案ですか。そのときの教育の部門とい

うのは、特区ということには限らないということになるんですか。 

○万年野党 そうです。基本的に今回御提案をさせていただいたのは、有権者の育成とい

う意味での教育ということではございませんで、どちらかというと議員としてしっかり議

員の能力を果たせる人たちの教育の提案でございます。 

 ページでいいますと、先ほど御説明をさせていただきましたけれども、４ページ目が教

育の提案でございまして、一般に教育学部とか政治経済学部でやっているような政治の勉

強をする教育をしようということではございませんで、議会活動をすることをそのまま単
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位にしてもらう。議員活動として積極的に質問をしたりとか、地域に対する政策提案をし

たりとか、あとは行政の問題点について監視的な機能を果たす。 

 または、議会が停滞しているというようなことを言われて久しいわけですけれども、そ

ういった中で地域の議会を再度活性化させることで地域活性につながるというような、実

務をこなすことを教育のプログラムとしていただきたいというような提案でございます。 

○坂村委員 ２ページにも書いてありますように、若年層の投票率の低さというのが今、

現実にあるので、さらに引き下げても結果は変わらないということにはならないですか。

結果として選ばれるのは、今と変わらないじゃないかというふうにはならないと予測なさ

れているのですか。 

○万年野党 １つは、海外の事例があります。参考資料として５ページに書かせていただ

きましたけれども、20歳からの選挙権というのは世界の中では極めてまれな例でございま

して、先進国でいうと日本以外はほとんど全てが18歳から選挙権を与えているというよう

な状況でございます。 

○坂村委員 それは下げた場合の効果の例ということではないですね。 

○万年野党 それで、先行で引き下げた国なども、決して16歳とか18歳に下げた人たちが、

投票率がいきなり上がるということはないんですね。 

 ただ、その引き下げをすることと、例えば高等学校の教育ですとか中等学校での教育と

いうのは非常にリンクしてまいりますので、そういった中でその教育のプログラムの中で

の政治教育というのが見直されていくというようなことが、例えば政治意識の醸成であっ

たり、政治に対する関心を高めることにつながってくるのではないかと思っております。 

 また、もう一方であるのが、当事者性がなかなかないということの一つには、なかなか

自分たちの生活や人生にかかわることが政治課題になっているように見えないという側面

がございまして、その一つに政治家というとどうも年齢が上の60代、70代の方というイメ

ージが強くあります。 

 こういったものが10代、20代の若者からすると、非常に政治に対して関心が持ちにくい

というような一つのことになっておりまして、例えば最近ではインターンシップというも

のが政治や行政ジャンルにもございますが、そういった中で経験をすると意外と年齢が近

い国会議員、または地方議員と接した若者などは非常に政治に関心を持つきっかけになっ

ていたりするわけでございます。 

 こういった仕組みは、どうしても東京であったり大阪であったりというような首都圏の

人しかなかなか体験できないようなところがございますので、こういった仕掛けをできる

だけ地方の自治体の中でも起こしていきたいというのが一つの柱でございます。 

 ただ、そうは言っても、今回の提案というのは政治意識の醸成のための提案ということ

ではございませんで、あくまでも成長戦略であったり、そのためにつながる地域活性の提

案でございます。 

 先ほどの繰り返しにもなりますけれども、地方自治体で地域を活性化させようというよ
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うなさまざまな施策を行うときに、必ずしも民業だけでは実現できるものではございませ

んで、官民一体となって大きな仕掛けをつくらなければいけないというのがこれからの自

治体の流れだと思うんですけれども、そういった絵を書くこと自体が自治体によってなか

なかできないというような状況がありまして、そういった人材としてこういった仕掛けを

つくることで若くて実務を担おうという意欲の高い人たちをまさに地域の現場で、しかも

議員報酬をもらいながら地域の中でそういった提案をしていく。 

 また、彼らがそこの地域に入り込むことで実態として活動もしますので、周りの議員で

あるとか、行政職員であるとか、地域の人たちであるとか、または地域の企業の方々であ

ったり、こういった方々を巻き込みながら波及効果を生むような仕掛けになるであろうと

考えているところでございます。 

○八田座長 おっしゃることはよくわかったと思うんですが、これは何かのインセンティ

ブをどうやってつけるか。多くの若い人が日本中の過疎のところに行くようになって、そ

して今までのお年寄りがただただ惰性でやっているのを変えていったらそれはすばらしい

と思います。しかし、自分の人生をかけてそういうリスクをとるというのは、それなりの

見通しがなければなかなか田舎に出て行かないんじゃないかと思うんですね。 

 私は、総合特区関係のところで訪問したある町ですね。北海道の山奥の町ですけれども、

そこでは環境政策をやっているんですが、環境省のキャリアの人が28歳で本省をやめてこ

こに骨を埋めたいというので町役場に入ったという例を聞いて、町長が本当にあなたは大

丈夫なのか、よく考えたのかと聞いたら、もうここでやらせてくださいと言って移住して

きた。その人は外国語もできるから、いろいろドイツに飛んだり、スウェーデンに飛んだ

りして町で大活躍しているということだそうです。 

 それから、議会の議員で40歳ぐらいだと思うけれども、塾の経営者で、塾の経営者が町

会議員になるのかなと思ったんだけれども、何か６人ぐらいの町会議員の中で、１人若い

のが入っているからか頑張っているというのがあるんですね。 

 私の見る限り、これは町長が割とやる気のある町だから、小さいところだけれども、そ

うやって人が集まったんだろうと思うんです。しかし、普通のところで肝心の町長がおじ

いさんで、ほかの人も皆、昔からの町のボスみたいなところだったらなかなか入る気がし

ないと思うんです。 

 それで、この通信教育というのはおもしろいと思うんです。しかし、この変な政治実習

コースなどではなくて、まともな法学とか経済学とか社会学とか行政学を学べるようにし

ないと、結局は中央官庁や何かと太刀打ちできないと思います。基本的な学問は必要だと

思いますが、これは具体的にどうするんですか。 

 今だって25歳を過ぎていれば、やろうと思えばできるわけだから、何かの奨学金をつく

るのか、それとも多少単位をそういう伝統的な社会科学の分野に加えていくつか政治実習

というのをやるのかということですが、実際問題として本当にお金さえあれば、通信教育

を４年で終わらずに６年でやろうと思えば今でもできると思うんです。ただ、お金をもら
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わないでそこだけ入っていく人がいるのかというところだと思うんです。 

○万年野党 １つは、先ほどのリスクを踏む人がいるのかという質問からお答えさせてい

ただきたいと思います。 

 我々の提案では、一生議員をやる人たちを送り込むということではございませんで、大

学に在籍をする期間、４年の任期になろうかと思いますけれども、１期だけ議員をやって

もらうというような提案でございます。こうすることによって、一生議員になるためにだ

とリスクは踏めないけれども、１期の任期が終わると大学ないし大学院も卒業という形に

なりますので、新卒という形で別の企業、または官庁に就職をしていくというような形に

なります。 

○坂村委員 でも、そういうことをやるんでしたら別に議員にならなくても、先ほどもお

っしゃっていたような諸外国でやっているようなインターン制度を充実させたほうがいい

んじゃないでしょうか。 

○万年野党 １つ、質問が変わりましたのでお答えさせていただきますと、事例でいうと

例えばアメリカのホワイトハウスフェローとかという仕組みがあります。国内においても、

第一次安倍政権の際に官房フェローみたいなことを検討されたというふうに聞いておりま

すけれども、なかなか機密事項との問題で実現をしなかったと聞いております。 

 こういったものを地方でつくるというのは、一つの選択肢としては御提案のようにある

と思うんですけれども、私自身も自治体にいたことがありますが、地方にはそういった人

材を有給で採るほど余力がなくて、逆にインターンだと無給になってしまいます。そうい

う仕組みで地方に出て行くかというと、なかなか若くて優秀な人がそれこそ人生をかけて

そこに飛び込めないという状況があるんですね。 

 そういったことから考えると、例えば今、震災が起きましてさまざまな形でボランタリ

ィというのがすごく高まって、ボランティアで行く、またはそうものをきっかけにしてNPO

活動をしよう、非営利セクターで活躍しようという意欲のある若者がいっぱいいます。 

 ただ、こういう人たちが必ずしもそれを長期で続けていったときに、それで食べていけ

ないですね。だから、議会というのは、実際に食べていけるような状況をつくりながら、

そしてまた優秀な若者、行きたいという人を採るのではなくて地方が来てもらいたいと思

うような人材が行く仕掛けをつくるというようなこととする。 

○坂村委員 わからないんですけれども、そうだったとして、その人は当選するんでしょ

うか。議員というんだったら、当選しなければだめですよね。 

○万年野党 そこは、当選をしなければいけません。 

○坂村委員 だけど、どうでしよう。普通、そんなわけのわからないやつが勉強しにくる

というのに、地域のことを任せていていいということで投票を簡単にするとも思えないん

ですけれども。 

○万年野党 その点については、私は当選させられるというふうに、実態を持ってそこは

確信をしています。 
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 というのは、我々の理事のメンバーの中には、そういった政治的な知識なども持ってい

たり、ノウハウを持っている人間も多数います。そういったことから考えても、我々がし

っかりしたプログラムをつくって、社会的な存在価値を示すことができれば、現状の我々

のメンバーの中で十分それは担えるというふうに認識をしておりますので、当然その自治

体の過半数を例えば若者にするとかということは不可能だとは思いますけれども、１人当

選をさせるということは現実的な策だというふうに認識をしています。 

○万年野党 今の点について言いますと、これは特区ですので自治体、基礎自治体がやり

ますと言って手を挙げたところをやるわけですね。そうすると、基本的には首長さんなり

議会がそういうことを求めているところになりますので、当然そういう人が立候補してく

るというときには、いわゆる政治的に対立してこいつらを潰せという話にはならないので、

当選する確率は非常に高くなると思います。 

○八田座長 私はインセンティブに関心があるんですけれども、そのインセンティブの観

点からいうと、別に奨学金とかそういうものを用意しなくても、被選挙権を25歳から20歳

に下げるというところが肝心で、ある意味、選挙権よりもそちらのほうが重要だというこ

とですね。 

 それで、そこまで若ければ、そういう人たちを特にこういう何とか認定コースがなくて

も通信教育を受けたりしてやるだろう。さらにで、これは修士課程にもすごく向いていま

すね。22歳で大学を出てから２年間修士課程をやることが、できるようになるかもしれな

い。そこが重点ですか。 

○坂村委員 でも、被選挙権の年齢を下げるということは、１つは規制を緩和するという

のではなくてルールを変えるということですね。 

○万年野党 ルールを変えるということは規制緩和だというふうに思いますけれども、今、

八田座長から御質問があったインセンティブの問題について触れますと、１つは労働雇用

の問題、規制というよりは労働雇用の実態との問題にもかかわってくるんですが、日本の

場合は終身雇用で新卒採用がほぼ絶対というような現状がございます。こういった中で、

例えば修士課程で２年間やって、その後２年任期がはみ出してしまうんですね。そうする

と当然、任期が終わった後は新卒ではなくなってしまうんです。 

 我々の提案というのは、この議員体験をした後、労働雇用の中でマーケットに再び復活

をして自由な選択肢ができる挑戦であるということがひとつ若者にとってのインセンティ

ブ、要するにリスクヘッジになると考えています。 

 もう一つは、学生時代にボランタリーで行く場合もあるんですけれども、多くの学生は

いわゆるアルバイトをしながら稼いだお金を使ってボランティアに行ったりという活動は

していますが、こういったものは生活とフィックスをさせることで、報酬をもらいながら

しっかり活動ができるというようなところに、今回の我々の提案というのは学生にとって

もインセンティブがあるのではないかと思います。 

 先ほど御提案をいただいたホワイトハウスフェローという仕組みというのは、アメリカ
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では必ずしも官僚だったり議員の養成機関ではなくて、このホワイトハウスフェローを経

験した方が民間に行って活躍される場合があります。そうすると、民間企業の中でも官庁

がどういうことを考えているのかとか、政策というのはどういうことをつくるのかという

のが理解できる人材が民間セクターに輩出できるというようなところがありますけれども、

まさにそういった仕組みを国内でつくる一つのきっかけになるのではないか。 

 それから、さらには地方議会の停滞というのは言われて極めて久しいわけでございます

けれども、こういったものを活性化するときの知恵を外から入れていく。単純に議員とし

て送り込んだ学生だけではなくて、その学生を通じて我々の団体であったり、または協力

いただく大学の機関であったり、こういったところの人たちが知恵を絞って最新鋭の仕組

みを学生を通じて、議会を通じて地域に提供するというようなことに大きな価値があるの

ではないかと思っているところでございます。 

○八田座長 そうすると、こう考えてよろしいですか。基本的にはこの「通信制・政治実

習コース」というのは、例えば通信制大学はいっぱいあるわけですね。特に有名なのは慶

應で、夏にインターンをしたりしますね。それがある以上、結局、被選挙権の年齢を引き

下げるということが御提案の一番の眼目であるということですね。 

○万年野党 そうです。 

○八田座長 わかりました。 

○坂村委員 地方にもよるんでしょうが、１年任期というのはあまりないんじゃないです

か。 

○万年野党 その議員がということですか。４年任期です。 

○坂村委員 ４年任期ですよね。もしもなってしまったら４年間でしょう。それで、学生

の間で４年間やらせたときに勉強していたことにしろと言うんですか。だから、通信教育

でやったからいいだろうという趣旨ですか。 

 もし議員になってしまった場合には、４年間、結局学校に一回も行かないということで

すね。 

○万年野党 地方議員はそんなに忙しくないですから。 

○八田座長 慶應の通信教育は、例えば東大の経済学部教授の柳川さんは慶應の通信教育

を出ているんです。だけど、それはあり得ます。学校に行かなかった。そういうことはあ

り得ます。それで、今もちろん立派な学者ですけれども。 

○万年野党 通年議会をやっているところというのは非常に少ないので、本当に限られた

期間、議会活動をしているということで、別に全く。 

○坂村委員 でも、議員というのは議会活動のときだけじゃなくて、いろいろやることは

あると思いますが。議会だけ出ればいいというものでもないでしょう。 

○万年野党 下世話な話ですけれども、次の選挙に当選しようと思わなければ仕事は半分

ぐらいなくなります。 

○八田座長 地方議員は大体お昼は仕事を持っていて、夜にやっているという話は多いで
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すね。 

○万年野党 地方議員の場合は本当に兼業している方が非常に多いので、それは全く学生

で学業ができないという話にはならないと思います。 

○坂村委員 わかりました。 

○八田座長 それでは、どうもありがとうございました。 
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